
議案第８８号

控訴の提起について

前橋地方裁判所平成３０年（行ウ）第１０号渋川市が産業廃棄物撤去請求

等を怠る事実の違法確認請求事件について、次のとおり控訴を提起したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定

により、議会の議決を求める。

令和２年８月１９日提出

渋川市長 髙 木 勉

１ 当事者

群馬県渋川市石原８０番地

控訴人 渋川市長 髙 木 勉

被控訴人

２ 事件の概要

本事件は、渋川市民である原告が、渋川市市道１－４２６５号線上に大同

特殊鋼株式会社が排出した産業廃棄物である鉄鋼スラグが廃棄されている旨

を主張して、渋川市の執行機関である被告に対し、地方自治法第２４２条の

２第１項第３号に基づき、①被告が、大同特殊鋼株式会社に対し、渋川市市

道１－４２６５号線上の上記鉄鋼スラグ（以下「本件スラグ」という。）の

撤去請求をすることを怠る事実及び②被告が、本件スラグについて、「渋川

市の工事における大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本

協定書」第３条第１項による措置を怠る事実がそれぞれ違法であることの確

認を求めた事案である。

原告の訴状における主張に対し、様々反論を行ってきた。

３ 判決の内容

（１） 本件訴えのうち、渋川市市道１－４２６５号線上に存在する大同

特殊鋼株式会社排出に係る産業廃棄物について「渋川市の工事における



大同特殊鋼株式会社の鉄鋼スラグ製品の処理に関する基本協定書」第３

条第１項による措置を怠ったことが違法であることの確認を求める部分

を却下する。

（２） 被告が、大同特殊鋼株式会社に対し、渋川市市道１－４２６５号

線上に存在する同社排出に係る産業廃棄物について撤去請求をしないこ

とが違法であることを確認する。

（３） 訴訟費用は、これを２分し、その１を原告の負担とし、その余は

被告の負担とする。

４ 控訴の趣旨

（１） 原判決中控訴人敗訴部分の取消し

（２） 被控訴人の請求の棄却

（３） 訴訟費用は、第１審、第２審とも被控訴人の負担

５ 本件に関する取扱い

本件の訴訟は、弁護士に委任する。

理 由

渋川市が産業廃棄物撤去請求を怠る事実の違法確認請求事件の判決に不服

があるので、控訴を提起しようとするものである。
















































